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。



改 正 前改 正 後

Ⅲ．金融分野における個人情報保護に関するガイドライン第10条に定 Ⅲ．金融分野における個人情報保護に関するガイドライン第10条に定

める「委託先の監督」について める「委託先の監督」について

金融分野における個人情報取扱事業者は、金融分野ガイドライン 金融分野における個人情報取扱事業者は、金融分野ガイドライン

第10条第３項に基づき、個人データを適正に取り扱っていると認め 第10条第３項に基づき、個人データを適正に取り扱っていると認め

られる者を選定し、個人データの取扱いを委託するとともに、委託 られる者を選定し、個人データの取扱いを委託するとともに、委託

先における当該個人データの安全管理のための措置の実施を確保し 先における当該個人データに対する安全管理措置の実施を確保しな

なければならない。 ければならない。

［６－１～６－２ 略］ ［６－１～６－２ 同左］

（委託契約において盛り込むべき安全管理に関する内容） （委託契約において盛り込むべき安全管理に関する内容）

６－３ 金融分野における個人情報取扱事業者は、委託契約にお ６－３ 金融分野における個人情報取扱事業者は、委託契約にお

いて、次に掲げる安全管理に関する事項を盛り込まなければな いて、次に掲げる安全管理に関する事項を盛り込まなければな

らない。 らない。

① ［略］ ① ［同左］

② 委託先における漏えい等の防止及び目的外利用の禁止 ② 委託先における個人データの漏えい等の防止及び目的外利

用の禁止

［③・④ 略］ ［③・④ 同左］

(注) ［略］ (注) ［同左］

６－４ ［略］ ６－４ ［同左］

。

備 考 表 中 の の 記 載 は 注 記 で あ る［ ］
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